
 

第１８期 第１回 国頭村農業委員会総会  

招集年月日 令和 ５年 １０月 ２日（月）   

招 集 場 所  国頭村村民ふれあいセンター 小会議室 

開 会 時 間 令和 ５年  １０月２日（月）  午後 ３時４９分 

閉 会 時 間 令和 ５年 １０月２日（月）  午後 ４時５１分 

出席 ５名 

欠席 ０名 

仮議

席 
氏   名 出席 議席 氏   名 出席 

１ 古堅 正幸  〇    

２ 仲宗根 隆 〇    

３ 平良 昭也  ○      

４  大城 健治  〇    

５ 比嘉 美榮子  〇    

      

          

      

議事録署名委員 

議   長 ： 平良昭也 

仮１番委員 ： 古堅 正幸     仮２番委員 ： 仲宗根 隆 

職務のために出席した者の氏名     

 局長：田場 盛久  農地主事：比嘉 誉（司会）  主事：嘉陽 宗大  

    

農地利用最適化推進委員  

 



【日程番号】 

 

１ 事務局紹介 

   

２ 農業委員 自己紹介 

 

  ３ 臨時議長の選任 

 

  ４ 会議録署名人の指名について 

 

  ５ 議案第１号 会長の互選について 

 

  ６ 新会長あいさつ 

 

  ７ 議案第２号 職務代理者の互選について 

 

  ８ 新職務代理者あいさつ 

 

  ９ 議案第３号 議席の決定について 

 

 １０ 議案第４号 農業委員担当区域の決定について 

 

 １１ 議案第５号 農地利用最適化推進委員担当区域の承認について 

 

 １２ 議案第６号 農地利用最適化推進委員の評価について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開会：午後３時４９分 

                           

司  会：皆様お忙しい中お集まり頂きありがとうございます。ただいまから第 18期 国頭 

村農業委員会 第１回 総会を開会致します。 

     日程は、お手元に配布しておりますので、ご確認ください。 

日程１ 事務局の紹介となっております。事務局長より職員の紹介をお願いします。 

 

事務局長：事務局紹介 

 

司  会：次に、日程２ 農業委員の自己紹介となっております。それでは仮議席番号 1番から

順にお願いします。 

 

各 委 員：各委員あいさつ 

 

司  会：どうもありがとうございました。次に、日程３ 臨時議長の選任を事務局長よりお願

いいたします。 

 

事務局長：本日の総会は、村長による委員任命後、最初の総会であります。 

      会長が選任されるまでの間、地方自治法第 107条の規定に準じ、出席委員の中で最

年長委員が総会の職務を行うことになっておりますので、年長者の平良昭也委員を

臨時議長に選任いたします。 

 

臨時議長：ただいま事務局長より、臨時議長に選任されました平良昭也です。 どうぞよろしく

お願いします。 

     これから私の方で、日程を進行いたします。 

     日程４ 会議録署名人の指名についてお諮
はか

りいたします。 

     会議録署名人に仮議席番号１番古堅正幸委員と仮議席番号 2番仲宗根隆委員を指名    

し、書記には事務局職員の嘉陽君を指名することにご異議ありませんか。 

      

各委員：（異議なしの声あり） 

 

臨時議長：異議なしと認めます。次に、日程５ 議案第１号 会長の互選についての議題といた

します。会長の互選方法について、投票または推薦についての話し合いをお願いし

ます。 

 

臨時議長：休憩いたします。午後４時００分 



     再開いたします。午後４時０１分 

    

臨時議長：話し合いの結果、互選方法については推薦で行われることとなりましたが、ご異議

ありませんか。 

 

各委員：（異義なしの声あり） 

 

臨時議長：異議なしと認めます。それでは発言者は挙手をお願いします。 

     （比嘉美榮子委員 挙手）比嘉美榮子委員委員。 

 

比嘉委員：「古堅正幸委員」を推薦します。 

 

臨時議長：ただいま、比嘉美榮子委員から古堅正幸委員の推薦がありますが、これにご異議あ

りませんか。 

      

各委員：（異議なしの声あり） 

     

臨時議長： 異議なしと認めます。 

      よって、国頭村農業委員会会長を古堅正幸委員に決定致します。 

  

臨時議長：それでは、日程６ 新会長にあいさつをお願いします。 

       

（新会長あいさつ） 

 

臨時議長：新会長が決まりましたので、臨時議長の職務を終わらせていただきます。 

     休憩いたします。午後４時０６分 

（入れ替わり） 

 

新議長 ：再開いたします。午後４時０８分 

それでは日程第７ 議案第２号 職務代理者の互選についてを議題と致します。職務   

代理者の互選方法について、投票または推薦についての話し合いをお願いします。 

 

新議長：休憩いたします。 

    再開いたします。 

      

推薦の場合 

新議長：話し合いの結果、互選方法については推薦で行われることとなりましたが、ご異議あ



りませんか。 

 

各委員：（異義なしの声あり） 

 

新議長：異議なしと認めます。それでは発言者は挙手をお願いします。 

     （平良昭也委員 挙手） 平良昭也委員。 

 

比嘉委員：「仲宗根隆委員」を推薦します。 

 

新議長：ただいま、平良昭也委員より仲宗根隆委員の推薦がありますが、これにご異議ありま

せんか。 

 

各委員：（異議なしの声あり） 

 

新議長：異議なしと認めます。 

    よって、国頭村農業委員会職務代理者を仲宗根隆委員に決定致します。 

 

新議長 ：つづきまして、日程８ 新職務代理者のあいさつをお願いします。 

       

（新職務代理者あいさつ） 

 

新議長 ：ありがとうございました。つづきまして日程９ 議案第３号 議席の決定についてを 

議題と致します。議席の決定は、農業委員会会議規則第８条によりくじで決定いた 

します。 

     ただし、総会の運営上、慣例として会長と職務代理者は抽選を行わずに、会長は議

席番号５番、職務代理者は議席番号４番としたいと思います。ご異議ございません

か。 

     

各委員： （異議なしの声あり） 

     

 

新議長 ：異議なしと認めます。では、仮議席をくじで決めて、仮議席順に議席番号のくじを

ひいて下さい。議席番号のくじの用紙には氏名記入欄がありますのでお名前を書か

れて事務局へお渡し下さい。 

 

休憩します。午後４時１５分 

 



      （くじを引く順番をくじで決めて その番号順にくじを引く） 

     

新議長 ：再開します。午後４時１７分 

議席が決まりましたので事務局の方から発表をお願いします。 

 

事務局 ：先程抽選しました議席の発表をします。 

     議席番号１ 比嘉美榮子 委員 ２番 大城健治 委員 ３番 平良昭也 委員 

     以上です。次の総会からはこの議席でお願い致します。 

     本日の総会は仮議席のまま進行させていただきますのでご了承下さい。 

 

新議長 ：つづきまして、日程１０ 議案第４号 農業委員担当地区の決定についての議題と致

します。担当地区についての話し合いをお願いします。 

     

新議長：休憩したします。午後４時１８分 

    再開いたします。午後４時２４分 

 

新議長 ：担当地区が決まりましたので事務局の方から発表をお願いします。 

 

事務局 ：先程、話し合いを行いました担当地区の発表をします。 

    総   括        古堅正幸委員 

    奥 間 校 区        大城健治委員 

    辺 士 名 校 区        平良昭也委員 

佐 手 ・ 北 国 校 区        仲宗根隆委員 

畜産基地・東海岸区域         比嘉美榮子委員 

以上５名の担当地区を発表いたします。 

 

新議長 ：事務局より発表した事について質疑等ございませんか。  

 

委  員：（異議無しの声あり） 

 

新議長 ： 異議無しと認めます。よって議案第４号 農業委員担当地区の決定については決定い

たしました。 

 

新議長 ：つづきまして、日程１１ 議案第５号 農地利用最適化推進委員担当区域の承認につ

いての議題と致します。 

    議案説明を事務局よりお願いします。 

 



事務局 ：今回の議案については、平成２９年３月２８日付け農委規則第３号国頭村農業委員

会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、に準じた区域となります。 

    読み上げます。 

    奥間校区南区域 、 奥間校区北区域 、 

辺土名校区南区域 、辺土名校区北区域 、 

佐手校区区域 、  北国校区区域 、 

畜産基地区域  、  東海岸区域  、 

以上 8区域を農地利用最適化推進委員の担当区域として承認願います。 

 

新議長 ：事務局より説明がありましたが、質疑等ございませんか。 

 

委  員：（異議無しの声あり） 

 

新議長 ： 異議無しと認めます。よって議案第５号 農用地利用最適化推進委員担当区域の承

認については、事務局より説明があった８地区に決定いたしました。 

 

新議長 ：つづきまして、日程１２ 議案第６号 農地利用最適化推進委員の評価についての議

題と致します。 

    議案説明を事務局よりお願いします。 

 

新議長：休憩いたします。午後４時２８分 

    再開いたいます。午後４時２９分 

 

事務局 ：別紙一覧表にて説明 

 

新議長：事務局より説明が終わりました。 

    現在、最適化推進委員の定数を超えておりますので、別紙一覧に対する応募、推薦者 

    の評価の話し合いお願い致します。 

 

新議長：休憩いたします。午後４時３６分 

    再開したします。午後４時４９分 

 

新議長：話し合いの結果を事務局より報告お願いします。 

 

 

 

 



事務局：話し合いの結果をご報告いたします。 

    農業委員会等に関する法律第 17条 2項により最適化推進委員を委嘱しようとすると 

きは、各推進員が担当する区域を定めたうえで本条第 1項により熱意と識見を有する 

者のうちから推進委員を委嘱しなければならない。 

    今回の佐手校区区域において 2名の応募、推薦があり令和 5年 10月 2日開催の農業委 

員会総会において土地の利用状況把握及び地域農家の信頼度等を鑑み、島袋正弘 氏 

が適任という判断に基づき、別紙の他 7地区の応募、推薦者と合わせて 8名の委嘱を 

決定いたします。 

 

新議長：事務局より報告がありましたがご異議ありませんか。 

 

委  員：（異議無しの声あり） 

 

新議長 ： 異議無しと認めます。よって議案第６号 農地利用最適化推進委員の評価について

は別紙一覧表のとおり、大城政志 他７名と決定いたしました。 

 

新議長 ：以上をもちまして本総会の全日程を終了しました。これで、第 18 期 国頭村農業委

員会 第 1回総会を終わります。 

 

閉会 午後４時５１分 

 

 

  

    


